
18

令
和
５
年
分
の
所
得
税
の
確
定
申
告
お
よ
び
住
民
税
申
告
の
受

付
が
２
月
16
日
か
ら
３
月
15
日
ま
で
の
期
間
に
行
わ
れ
ま
す
。

な
お
、
こ
の
期
間
中
、
各
会
場
に
お
い
て
申
告
受
付
の
ほ
か
に
、

町
職
員
に
よ
る
税
に
関
す
る
相
談
も
行
い
ま
す
。

ま
た
、
下
記
の
日
程
で
都
合
の
悪
い
方
に
つ
い
て
は
、
期
間
内

に
お
い
て
役
場
税
務
課
に
て
申
告
で
き
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

※�

２
月
16
日
以
前
の
受
付
は
、
一
切
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

※�

感
染
症
予
防
対
策
と
し
て
、
ご
来
庁
の
際
に
は
マ
ス
ク
着
用
で

の
来
庁
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

申
告
が
必
要
な
方

令
和
６
年
１
月
１
日
現
在
、
長

万
部
町
内
に
住
所
を
有
し
、
令
和

５
年
中
に
多
少
に
関
わ
ら
ず
所
得

が
あ
っ
た
方
で
、
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
方
。

①�

農
業
、
漁
業
、
商
業
、
飲
食
業

な
ど
の
事
業
を
し
て
い
る
白
色

申
告
の
方
。

②�

大
工
、
左
官
、
日
雇
い
な
ど
に

従
事
し
て
い
た
方
。

③�

給
与
所
得
者
で
給
与
以
外
の
所

得
の
あ
る
方
や
給
与
を
２
か
所

以
上
か
ら
受
け
て
い
る
方
。

④�

地
代
、
家
賃
、
株
式
配
当
な
ど

の
所
得
が
あ
っ
た
方
。

⑤�

山
林
、
宅
地
、
そ
の
他
不
動
産

の
譲
渡
な
ど
で
所
得
の
あ
っ
た

方
。

⑥�

給
与
所
得
者
で
※
雑
損
控
除
、

医
療
費
控
除
を
受
け
よ
う
と
す

る
方
。

※�

雑
損
控
除
…
自
然
災
害
、
火
災
、

盗
難
な
ど
に
よ
り
住
宅
家
財
な

ど
の
損
失
が
生
じ
た
と
き
に
、

損
失
金
額
が
控
除
さ
れ
ま
す
。

医
療
費
控
除
で

税
金
が
還
付
さ
れ
ま
す

本
人
お
よ
び
生
計
を
一
つ
に
す

る
家
族
の
令
和
５
年
中
の
医
療
費

金
額
が
、
10
万
円
（
ま
た
は
総
所

得
金
額
の
５
％
の
う
ち
小
さ
い
方

の
金
額
）
を
超
え
た
場
合
（
上
限

２
０
０
万
円
）
、
こ
の
申
告
を
行

う
こ
と
で
令
和
５
年
中
に
納
め
た

所
得
税
の
還
付
お
よ
び
令
和
６
年

度
の
道
町
民
税
額
を
抑
え
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

申
告
に
必
要
な

書
類
を
用
意
し
ま
し
ょ
う

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
わ
か
る
も
の
、

所
得
集
計
に
必
要
な
書
類
（
例
え

ば
、
仕
入
れ
、
売
掛
帳
、
現
金
出

納
簿
、
給
与
等
の
源
泉
徴
収
票
、

損
害
保
険
の
領
収
書
、
生
命
保
険
・

簡
易
保
険
・
国
民
年
金
保
険
料
控

除
証
明
書
、
医
療
費
の
支
払
い
領

収
書
な
ど
）
を
忘
れ
ず
に
ご
持
参

く
だ
さ
い
。

国
民
健
康
保
険
に

加
入
さ
れ
て
い
る
方
は

忘
れ
ず
に
申
告
を

令
和
６
年
度
の
国
民
健
康
保
険

税
額
は
、
令
和
５
年
の
所
得
等
を

基
に
計
算
さ
れ
ま
す
の
で
、
加
入

さ
れ
て
い
る
方
は
収
入
の
有
無
に

か
か
わ
ら
ず
、
必
ず
申
告
を
し
ま

し
ょ
う
。

な
お
、
前
年
所
得
が
一
定
額
以

下
の
場
合
に
は
、
保
険
税
額
を
軽

減
す
る
制
度
が
あ
り
ま
す
が
、
申

告
を
さ
れ
て
い
な
い
と
令
和
６
年

度
の
国
民
健
康
保
険
税
の
軽
減
が

受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

税
務
課
☎
２

−

２
４
５
２

税
の
申
告
は
忘
れ
ず
に
！

税
の
申
告
は
忘
れ
ず
に
！

２
月
16
日
～
３
月
15
日

住民税の申告と納税相談日程
回 月　　日 曜日 会　　　場 対象地区名 時　　　間

１ ２月16日 金 役 場 
２ 階 会 議 室

曙 町 
大 町 ９時00分～16時00分

２ ２月19日 月 役 場 
２ 階 会 議 室

本 町 
元 町 ９時00分～16時00分

３ ２月20日 火 役 場 
２ 階 会 議 室

陣 屋 町 
温 泉 町 ９時00分～16時00分

４ ２月21日 水 役 場 
２ 階 会 議 室 高 砂 町 ９時00分～16時00分

５ ２月22日 木 役 場 
２ 階 会 議 室 南 栄 町 ９時00分～16時00分

６ ２月26日 月 役 場 
２ 階 会 議 室 新 開 町 ９時00分～16時00分

７ ２月27日 火 役 場 
２ 階 会 議 室

大 浜 
旭 浜 ９時00分～16時00分

８ ２月28日 水 役 場 
２ 階 会 議 室

平 里 ・ 富 野 
栗 岡 ・ 栄 原 
共 立

９時00分～16時00分

９ ２月29日 木 国縫振興会館 豊 津 ・ 豊 野 
国縫・茶屋川 10時00分～15時00分

10 ３月１日 金 中 ノ 沢 振
興 会 館

花 岡 
中 ノ 沢 10時00分～12時00分

11 ３月４日 月 静狩振興会館 静 　 狩 10時00分～15時00分

12 ３月５日 火 双 葉 振 興 会 館 美 畑 ・ 双 葉 
知 来 ・ 蕨 岱 10時00分～12時00分

※各振興会館での受付時間が短縮されました。


